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論
家
・
胡
風
ら
に
対
す
る
大
々
的
な
批
判
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン（
２
）を

経
て
、
五
六

年
に
は
中
国
の
社
会
主
義
へ
の
移
行
が
基
本
的
に
完
成
し
た
と
さ
れ
、
国

家
建
設
に
党
外
の
知
識
人
を
広
く
動
員
す
る
必
要
か
ら
、
共
産
党
の
官
僚

主
義
的
風
潮
を
改
め
る
べ
く
「
整
風
運
動
」
が
開
始
さ
れ
た
。
党
へ
の
意

見
提
出
が
提
唱
さ
れ
、「
百
花
斉
放
・
百
家
争
鳴
」（
双
百
）
が
推
進
さ
れ

る
が
、
党
の
呼
び
か
け
に
応
え
「
民
主
」
的
提
言
を
発
し
た
者
は
、
ま
も

な
く
「
右
派
」
と
し
て
厳
し
い
弾
圧
に
さ
ら
さ
れ
た
。
五
七 

― 

八
年
に
猛

威
を
ふ
る
っ
た
反
右
派
闘
争
は
、
文
化
・
芸
術
・
学
術
分
野
に
お
け
る
良

心
的
批
判
の
芽
を
摘
み
取
る
結
果
を
招
い
た
。
そ
の
後
、
五
九
年
に
は
大

躍
進
政
策
を
批
判
し
た
彭
徳
懐
ら
が
失
脚
す
る
も
、
六
〇
年
か
ら
は
国
家

は
じ
め
に

  

茅
盾
は
生
前
多
く
の
肩
書
き
を
有
し
た
が
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以

降
は
初
代
文
化
部
長
（
日
本
の
文
部
科
学
大
臣
に
相
当
）、
つ
ま
り
国
の

文
化
政
策
に
お
け
る
実
務
責
任
者
に
就
任
し
た
。
彼
が
文
化
部
長
職
に

あ
っ
た
一
九
四
九 

― 

六
五
年
は
、
中
国
共
産
党
の
文
化
政
策
が
絶
対
化
さ

れ
る
時
期
に
重
な
り
、
茅
盾
は
身
を
党
外
に
置
き
な
が
ら
、
党
の
方
向
性

に
概
ね
忠
実
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。（
１
）

　

こ
の
間
、
一
九
五
一
年
の
映
画
『
武
訓
伝
』
批
判
、
五
五
年
の
文
芸
評

茅
盾
『
夜
読
偶
記
』
論 

―
文
化
部
長
の
戦
略
―

白
井
重
範
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主
席
・
劉
少
奇
の
も
と
で
経
済
調
整
政
策
が
進
め
ら
れ
、
六
二
年
初
の
中

共
中
央
拡
大
工
作
会
議
（
七
千
人
大
会
）
で
毛
沢
東
が
自
己
批
判
を
行
っ

た
。
し
か
し
、
同
年
八
月
の
北
戴
河
会
議
で
毛
沢
東
の
反
撃
が
始
ま
る
。

こ
れ
以
降
、
社
会
主
義
社
会
に
も
資
本
主
義
復
活
の
可
能
性
が
あ
り
、
階

級
闘
争
は
継
続
す
べ
き
と
の
考
え
が
主
流
と
な
る
。
ま
た
、
反
党
・
反
毛

沢
東
的
な
文
芸
に
対
す
る
批
判
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
開
始
さ
れ
、
六
三
年
に

は
小
説
『
劉
志
丹
』
が
「
反
党
小
説
」
と
み
な
さ
れ
、
小
説
に
助
言
を
与

え
た
国
務
院
副
総
理
・
習
仲
勲
ら
が
失
脚
さ
せ
ら
れ
る
な
ど
、
文
芸
が
政

治
問
題
化
す
る
「
文
字
獄
」
が
激
化
し
た
。
（
３
）

こ
う
し
た
風
潮
は
、
や
が
て

六
六
年
以
降
十
年
に
わ
た
る
文
化
大
革
命
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

一
九
五
七
年
は
、「
反
右
派
」
お
よ
び
そ
の
後
の
大
粛
清
へ
と
向
か
う

転
換
点
と
な
っ
た
年
で
あ
り
、
現
代
中
国
の
政
治
史
・
思
想
史
・
文
化
史

を
考
え
る
上
で
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。「
双
百
」
に
際
し
て
出
現
し

た
「
右
派
」
た
ち
の
訴
え
は
、
今
な
お
「
思
想
的
資
源
」
と
し
て
の
力
を

有
し
て
い
る
。（
４
）一

方
で
、
文
化
部
長
・
茅
盾
は
、
一
旦
は
「
双
百
」
に
呼

応
し
た
も
の
の
、党
の
代
弁
者
と
し
て
の
旗
幟
を
鮮
明
に
す
る
。（
５
）た

だ
し
、

彼
に
は
度
重
な
る
批
判
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
熱
狂
し
た
形
跡
は
な
く
、
党
の

代
弁
者
と
し
て
の
立
場
は
保
ち
つ
つ
も
、
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
発
揮
し
よ
う

と
し
た
形
跡
が
あ
る
。

　

多
く
の
知
識
人
が
肉
体
的
・
精
神
的
に
迫
害
さ
れ
て
い
く
中
で
、
茅
盾

は
直
接
的
な
大
批
判
を
ま
ぬ
が
れ
た
。
今
は
そ
の
処
世
術
に
対
し
て
評
価

を
加
え
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
一
九
二
〇 

― 

四
〇
年
代
に
お
け
る

彼
の
「
作
家
」
と
し
て
の
本
質
と
、
人
民
共
和
国
成
立
以
降
小
説
を
書
く

こ
と
が
な
か
っ
た
茅
盾
の
間
に
あ
る
差
異
と
共
通
点
に
は
興
味
が
あ
る
。

彼
は
か
つ
て
単
な
る
「
文
学
者
」
で
は
な
く
、「
作
家
」
で
あ
っ
た
。
こ

の
二
つ
の
言
葉
に
関
し
て
、
私
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

〔
前
略
〕
茅
盾
は
「
文
学
者
」
か
ら
「
作
家
」
に
な
っ
た
の
で
あ
っ

て
、「
作
家
」
だ
か
ら
「
文
学
者
」
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
の
で

は
な
い
。〔
中
略
〕「
作
家
」
は
創
る
者
、
創
作
者
で
あ
る
。
ま
と
め

る
者
（
編
集
者
）
や
紹
介
し
論
評
す
る
者
（
評
論
家
）
は
、「
文
学
者
」

で
あ
っ
て
も
「
作
家
」
で
は
な
い
。
し
か
し
編
集
者
・
評
論
家
で
あ
っ

た
茅
盾
が
、
創
る
者
で
あ
る
「
作
家
」
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
の
意

味
は
大
き
い
。
彼
は
あ
る
必
然
性
に
よ
っ
て
「
作
家
」
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。「
作
家
」
に
な
っ
て
以
降
も
、
彼
は
編
集
者
や
評
論
家
で

あ
り
つ
づ
け
た
が
、「
作
家
」
と
な
っ
て
以
降
、
彼
の
内
部
に
そ
れ

ま
で
と
は
異
な
る
何
か
が
芽
生
え
た
。彼
は
創
作
者
の
眼
で
社
会
を
、

世
界
を
把
握
し
、
そ
れ
を
作
品
中
に
描
き
込
む
。〔
後
略
〕（
６
）
　

　
「
作
家
」
茅
盾
の
創
造
力
を
、
私
は
高
く
評
価
し
て
い
る
。
多
く
の
小



茅盾『夜読偶記』論— 91 —

説
を
も
の
し
た
一
九
三
〇 

― 

四
〇
年
代
に
お
い
て
、
茅
盾
は
過
去
や
未
来

を
一
旦
考
慮
の
外
に
置
き
、現
在
の
分
析
に
注
力
す
べ
き
こ
と
を
訴
え
た
。

現
実
社
会
を
可
能
な
限
り
深
く
理
解
し
た
上
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
変
革

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
た
彼
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
い
わ
ゆ
る
左
翼

文
学
の
主
要
理
論
と
一
定
程
度
隔
た
っ
て
お
り
、
そ
の
隔
た
り
に
こ
そ
茅

盾
文
学
の
豊
か
さ
が
あ
っ
た
。
そ
の
豊
か
さ
を
保
ち
続
け
る
こ
と
が
難
し

く
な
る
中
で
、
彼
は
ど
う
振
る
舞
っ
た
か
。「
反
右
派
」
の
最
中
に
発
表

さ
れ
た
『
夜
読
偶
記
』
か
ら
考
察
す
る
。

『
夜
読
偶
記
』
概
略

　
『
夜
読
偶
記
』
は
、
一
九
五
八
年
『
文
芸
報
』
紙
上
に
五
回
に
分
け
て

掲
載
さ
れ
た
長
編
の
論
文
で
あ
る
。「
偶
記
」と
名
づ
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、

実
際
は
内
外
の
文
学
史
講
義
と
い
っ
た
体
裁
で
あ
り
、
茅
盾
の
文
学
論
の

一
つ
の
到
達
点
と
み
な
す
こ
と
が
多
い
。（
７
）末

尾
に「
一
九
五
七
年
九
月
記
」

と
あ
る
前
言
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

去
年
（
一
九
五
六
年
）
九
月
、『
人
民
文
学
』
が
何
直
の
「
現
実

主
義
―
―
広
闊
的
道
路
」（
８
）を
発
表
し
て
以
降
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ

ム
の
創
作
方
法
の
問
題
は
す
で
に
国
内
で
相
当
に
熱
烈
な
議
論
を
呼

ん
で
い
る
。
本
年
（
一
九
五
七
年
）
八
月
ま
で
に
、
国
内
の
八
種
の

主
要
な
文
芸
刊
行
物
に
載
っ
た
こ
の
問
題
を
議
論
す
る
文
章
は
三
十

二
篇
に
の
ぼ
る
。
大
多
数
は
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
を
擁
護
し
た
も

の
で
あ
る
。
私
は
夜
の
時
間
を
利
用
し
て
、
こ
れ
ら
の
論
文
（
お
お

よ
そ
五
十
万
字
程
だ
ろ
う
）
を
次
々
に
読
ん
で
い
っ
た
。
読
ん
で
い

て
思
う
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
紙
に
書
き
付
け
た
。
今
そ
れ
を
整
理
し

て
こ
の
文
章
に
な
っ
た
が
、
や
は
り
「
偶
記
」
や
「
漫
談
」
と
い
っ

た
質
の
も
の
で
あ
り
、
な
お
か
つ
相
当
広
範
な
範
囲
に
及
ぶ
た
め
、

題
名
を
「
夜
読
偶
記
」
と
し
た
。
そ
の
三
十
数
篇
の
文
章
の
論
点
に

は
、
私
が
賛
成
な
の
も
反
対
な
の
も
あ
る
。
手
間
を
省
く
た
め
、「
偶

記
」
の
中
で
は
原
文
は
引
用
せ
ず
、
誰
が
ど
の
文
章
で
述
べ
た
こ
と

か
も
明
記
せ
ず
、
単
に
提
出
さ
れ
た
問
題
に
私
の
意
見
を
述
べ
る
に

と
ど
め
る
。私
自
身
さ
ほ
ど
多
く
の
本
を
読
ん
で
い
る
わ
け
で
な
く
、

観
点
に
も
し
ば
し
ば
間
違
い
が
あ
る
。
こ
の
文
章
で
語
る
こ
と
は
古

今
内
外
、
広
い
内
容
を
含
む
か
ら
、
間
違
い
も
多
い
に
違
い
な
い
が
、

浅
薄
さ
を
顧
み
ず
お
目
に
か
け
る
の
は
、
い
さ
さ
か
で
も
「
玉
を
引

き
出
す
」
（
９
）

こ
と
を
企
図
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。）

（（
（

　

文
章
は
上
記
の
前
言
と
「
後
記
」）

（（
（

を
除
き
、
全
五
章
。
各
章
の
題
名
を

記
す
な
ら
、「
一
、
ひ
と
つ
の
公
式
に
つ
い
て
の
初
歩
的
検
討
」、「
二
、
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中
国
文
学
史
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
と
反
リ
ア
リ
ズ
ム
の
闘
争
」、「
三
、

中
国
文
学
史
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
事
実
の
意
義
」、「
四
、古
典
主
義
と
〝
現

代
派
〟〔
モ
ダ
ニ
ズ
ム
〕」、「
五
、
理
想
と
現
実
」
と
な
る
。
以
下
、
注
釈

を
加
え
つ
つ
内
容
を
検
討
し
て
い
く
。

　

第
一
章
は
文
学
の
発
展
段
階
論
と
で
も
い
う
べ
き
「
公
式
」、
つ
ま
り

古
典
主
義
―
ロ
マ
ン
主
義
―
リ
ア
リ
ズ
ム
―
新
ロ
マ
ン
主
義
（
あ
る
い
は

モ
ダ
ニ
ズ
ム
）
の
順
で
文
学
は
発
展
し
て
き
た
と
い
う
「
公
式
」
に
対
す

る
検
討
で
あ
る
。
こ
の
西
欧
由
来
の
「
公
式
」
は
、
実
の
と
こ
ろ
一
九
二

〇
年
代
初
頭
に
茅
盾
に
よ
っ
て
中
国
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中

国
の
近
代
文
学
草
創
期
に
あ
っ
て
、
茅
盾
は
中
国
文
学
が
西
欧
に
大
き
く

遅
れ
を
と
っ
て
お
り
、「
写
実
以
前
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
」）

（（
（

と
し
て
、
中

国
の
新
た
な
文
学
は
、
ま
ず
写
実
主
義
に
則
っ
て
作
ら
れ
る
べ
き
だ
と
述

べ
た
。
三
〇
年
代
に
な
る
と
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に
相
当
す
る
言
葉
は
「
写
実

主
義
」
か
ら
「
現
実
主
義
」
に
置
き
換
え
ら
れ
、
文
学
の
「
進
化
」
は
も

は
や
重
視
さ
れ
ず
、
茅
盾
は
リ
ア
リ
ズ
ム
に
徹
す
る
こ
と
こ
そ
を
主
張
す

る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
二
〇
年
代
に
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
先
を
行
く
文

学
思
潮
は
新
ロ
マ
ン
主
義
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
ち
ら
は
「
現
代
派
」
つ

ま
り
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本

文
中
で
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
「
新
ロ
マ
ン
主
義
の
亡
霊
」
と
し
、「
現
実
を
「
超

え
る
」
と
い
い
な
が
ら
、
実
は
現
実
を
逃
避
し
、
現
実
を
歪
曲
し
て
お
り
、

つ
ま
り
は
反
現
実
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。）

（（
（

　

茅
盾
の
理
解
で
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
両
大
戦
間
お
よ
び
第
二
次
大
戦
後

の
西
欧
に
お
け
る
「
没
落
し
て
い
く
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
、
精
神
の
狂
乱

状
態
と
現
実
を
直
視
で
き
な
い
主
観
的
な
心
理
を
反
映
し
」
た
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
で
「
リ
ア
リ
ズ
ム
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
文
芸
の

衰
退
と
退
化
を
も
た
ら
す
だ
け
」
だ
と
す
る
。
）
（（
（

『
夜
読
偶
記
』
は
モ
ダ
ニ

ズ
ム
の
否
定
に
多
く
の
紙
幅
を
割
い
て
お
り
、
そ
の
不
健
全
さ
を
訴
え
る

と
と
も
に
、
第
二
章
以
下
、
リ
ア
リ
ズ
ム
が
過
渡
的
な
存
在
で
あ
る
と
い

う
観
点
を
駆
逐
す
る
た
め
の
例
示
が
な
さ
れ
る
。こ
の
ス
タ
ン
ス
自
体
は
、

「
作
家
」茅
盾
と
の
継
続
性
を
感
じ
さ
せ
る
が
、リ
ア
リ
ズ
ム
は
こ
の
後「
社

会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
」
で
も
っ
て
代
表
さ
れ
、
そ
の
正
当
性
が
強
く
訴
え

ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
主
張
の
是
非
が
大
き
な
問
題
と
な
る
。

　

第
二
章
で
は
、『
詩
経
』
か
ら
明
代
に
至
る
約
二
千
年
の
文
学
史
を
、

民
衆
の
声
を
反
映
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
と
、
現
実
を
逃
避
す
る
貴
族
・
官
僚

に
よ
る
反
リ
ア
リ
ズ
ム
の
起
伏
消
長
、
あ
る
い
は
こ
の
二
種
の
文
化
伝
統

の
絶
え
間
な
い
抗
争
の
歴
史
と
と
ら
え
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
、
古
代

か
ら
、
神
話
に
お
い
て
す
ら
リ
ア
リ
ズ
ム
は
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
常

に
進
歩
的
な
意
義
を
有
し
て
い
た
と
い
う
認
識
が
述
べ
ら
れ
る
。以
下
は
、

リ
ア
リ
ズ
ム
と
反
リ
ア
リ
ズ
ム
に
関
す
る
、茅
盾
の
基
本
的
認
識
で
あ
る
。
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一
、
階
級
社
会
の
初
期
に
お
い
て
、
階
級
闘
争
は
社
会
の
中
の
被

搾
取
階
級
が
創
造
し
た
文
芸
作
品
の
中
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
被
搾

取
階
級
の
階
級
的
本
能
お
よ
び
そ
の
闘
争
の
性
質
が
文
芸
に
対
す
る

要
求
と
任
務
を
規
定
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
文
芸
は
内
容
か
ら
い
え

ば
人
民
の
も
の
で
あ
り
、
真
実
性
を
有
し
、
形
式
か
ら
い
え
ば
大
衆

性
を
有
す
る
（
人
民
大
衆
が
喜
ん
で
読
み
、
聞
く
も
の
と
な
る
）。

そ
う
し
て
リ
ア
リ
ズ
ム
の
創
作
方
法
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

二
、
被
搾
取
階
級
の
リ
ア
リ
ズ
ム
文
芸
と
相
反
す
る
立
場
に
た
つ

の
が
、
搾
取
階
級
が
自
ら
の
搾
取
者
と
し
て
の
地
位
や
、
搾
取
可
能

な
制
度
を
確
固
た
る
も
の
と
す
る
た
め
に
制
作
さ
れ
た
文
芸
で
あ

る
。
こ
う
し
た
文
芸
は
搾
取
階
級
の
恩
恵
を
た
た
え
、
搾
取
階
級
の

武
勇
を
賞
賛
し
、
搾
取
制
度
を
宿
命
的
で
変
革
不
可
能
な
永
久
の
制

度
と
し
て
描
く
。
そ
う
し
て
様
々
な
反
リ
ア
リ
ズ
ム
の
創
作
方
法
が

で
き
、
そ
の
特
徴
は
、
内
容
か
ら
い
え
ば
現
実
を
偽
り
、
粉
飾
し
、

歪
め
、
被
搾
取
者
に
対
し
て
麻
酔
や
欺
瞞
の
作
用
を
及
ぼ
し
、
搾
取

者
自
身
に
対
し
て
は
娯
楽
の
要
求
を
満
足
さ
せ
る
。
形
式
か
ら
い
え

ば
、
形
式
の
完
璧
さ
を
強
調
し
（
こ
う
し
た
形
式
の
完
璧
さ
は
、
搾

取
階
級
の
趣
味
へ
の
迎
合
を
基
本
的
な
特
徴
と
し
て
い
る
）、
い
か

に
飾
り
立
て
る
か
に
没
頭
し
、
美
し
さ
を
崇
拝
し
、
ひ
い
て
は
奇
怪

な
、
読
ん
で
も
理
解
で
き
な
い
い
わ
ゆ
る
内
在
の
美
を
苦
心
し
て
造

り
上
げ
る
。

　

三
、
階
級
社
会
に
お
い
て
、
文
学
の
歴
史
は
基
本
的
に
こ
の
よ
う

な
リ
ア
リ
ズ
ム
と
反
リ
ア
リ
ズ
ム
の
闘
争
で
あ
る
。〔
後
略
〕）

（（
（　

　

四
、
い
わ
ゆ
る
反
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
一
種
類
の
創
作
方
法
と
理
解

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
様
々
な
、
程
度
の
異
な
る
反
人
民
、
反
現
実

の
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
い
く
つ
か
の
創
作
方
法
で
あ
る
と
理
解
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
現
実
か
ら
遊
離
し
、
現
実
を
歪
曲
し
、
人
々

の
現
実
に
対
す
る
認
識
を
曖
昧
に
す
る
と
い
う
共
通
点
を
も
つ
。
そ

の
た
め
、
政
治
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
ら
は
実
際
に
は
搾
取
階
級
の
幇

間
と
し
て
の
作
用
を
果
た
す
。〔
後
略
〕）

（（
（　

　

五
、
階
級
の
対
立
と
矛
盾
は
リ
ア
リ
ズ
ム
を
生
む
土
壌
で
あ
る
。

階
級
闘
争
の
発
展
が
リ
ア
リ
ズ
ム
の
発
展
を
促
進
し
た
。
リ
ア
リ
ズ

ム
の
発
展
過
程
は
複
雑
で
あ
り
、
そ
の
発
展
過
程
に
お
い
て
作
用
を

及
ぼ
し
た
の
は
、
ま
ず
は
社
会
経
済
の
発
展
で
あ
り
、
そ
の
次
が
リ

ア
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
の
芸
術
発
展
の
法
則
で
あ
っ
た
。〔
後
略
〕）

（（
（　

　

六
、
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
は
常
に
楽
観
主
義
の
精
神
に
満
ち
、
不
撓

不
屈
の
生
へ
の
指
向
に
富
み
、
こ
れ
は
反
リ
ア
リ
ズ
ム
の
文
学
と
根

本
的
に
異
な
る
点
で
あ
る
。
中
国
の
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
は
こ
れ
ま
で

ず
っ
と
「
善
に
は
善
い
報
い
が
あ
り
、
悪
に
は
悪
い
報
い
が
あ
る
」

こ
と
を
強
調
し
、
強
烈
に
、
あ
る
い
は
密
か
に
、
生
活
の
弁
証
関
係
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（
い
わ
ゆ
る
「
福
は
禍
の
伏
す
と
こ
ろ
、
禍
は
福
の
倚
る
と
こ
ろ
」

と
い
う
観
念
））

（（
（

を
表
現
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
「
因
果
応
報
」「
禍

福
循
環
」
の
描
写
は
、
時
に
迷
信
や
運
命
論
の
色
彩
を
帯
び
る
が
、

実
際
は
真
理
や
正
義
が
必
然
的
に
最
後
は
勝
利
す
る
と
い
う
人
民
の

堅
い
信
念
を
反
映
し
て
い
る
。
迷
信
と
運
命
論
の
色
彩
は
、
科
学
が

未
発
達
だ
っ
た
時
代
の
限
界
性
に
す
ぎ
な
い
。
人
民
大
衆
の
中
で
、

頽
廃
や
悲
観
は
市
場
を
も
た
な
い
。）

（（
（

　

こ
こ
に
は
首
肯
し
づ
ら
い
箇
所
が
あ
る
。
特
に
六
の
「
楽
観
主
義
」
に

関
す
る
箇
所
は
、
茅
盾
が
か
つ
て
執
筆
し
た
小
説
に
底
流
す
る
基
本
的
な

態
度
と
か
け
離
れ
て
い
る
。
善
人
が
幸
福
に
な
る
と
は
限
ら
ず
、
悪
人
が

不
幸
に
な
る
と
も
限
ら
な
い
世
界
の
不
条
理
を
、
茅
盾
は
直
接
に
は
肯
定

も
否
定
も
せ
ず
、
そ
れ
こ
そ
を
現
実
と
し
て
把
握
し
、
作
品
中
に
描
写
し

た
。「
現
実
」
と
は
、
常
に
ま
ま
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
奮
闘

努
力
は
多
く
の
場
合
必
然
的
な
敗
北
を
迎
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。ま
た
、

三
〇
年
代
に
中
国
で
「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
」
が
紹
介
さ
れ
た
際
）
（（
（

に
も
、

茅
盾
は
そ
れ
を
自
ら
の
創
作
の
指
導
理
論
と
は
認
め
て
い
な
い
。
そ
れ
が

「
楽
観
」
へ
と
変
わ
っ
た
の
は
、「
社
会
主
義
社
会
」
の
到
来
と
い
う
状
況

認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
い
さ
さ
か
検
討
の
必
要

が
あ
ろ
う
。

　

第
四
章
で
は
、
西
欧
の
古
典
主
義
と
、
そ
の
流
れ
を
汲
む
モ
ダ
ニ
ズ
ム

に
関
す
る
批
判
的
な
理
解
が
述
べ
ら
れ
る
。
古
典
主
義
は
「
資
産
階
級
の

勃
興
期
に
、資
産
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
反
映
し
た
」も
の
で
あ
り
、「
十

七
世
紀
の
前
期
と
中
期
に
お
い
て
は
人
民
の
利
益
に
合
致
し
た
宗
教
信
仰

に
反
対
す
る
世
界
観
、
教
会
の
特
権
と
君
主
専
政
な
ど
に
反
対
す
る
進
歩

的
思
想
で
あ
っ
た
」
が
、
階
級
矛
盾
の
先
鋭
化
に
よ
っ
て
、
十
八
世
紀
に

は
無
味
乾
燥
で
単
調
な
形
式
主
義
に
な
り
は
て
た
。
そ
し
て
「
今
日
、
没

落
期
に
あ
る
資
産
階
級
が
思
想
戦
線
に
お
い
て
依
拠
し
、
最
後
の
あ
が
き

を
続
け
る
主
観
的
唯
心
主
義
の
文
芸
に
お
け
る
表
れ
」
こ
そ
が
抽
象
的
形

式
主
義
、
す
な
わ
ち
モ
ダ
ニ
ズ
ム
な
の
だ
と
す
る
。）

（（
（

モ
ダ
ニ
ズ
ム
陣
営
に

お
い
て
も
、「
解
放
を
求
め
る
勤
労
人
民
の
闘
争
に
熱
心
な
関
心
を
抱
き
、

そ
の
神
聖
な
事
業
に
身
も
心
も
捧
げ
る
作
家
や
芸
術
家
た
ち
」
が
お
り
、

彼
ら
は
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
創
作
方
法
の
み
が
彼
ら
の
創
造
的
な
労
働
と
勤

労
人
民
の
革
命
運
動
を
結
び
つ
け
る
こ
と
を
必
ず
発
見
す
る
」。「
マ
ヤ
コ

フ
ス
キ
ー
ら
の
発
展
の
道
こ
そ
が
そ
の
最
も
有
力
な
例
で
あ
る
」。）

（（
（

ま
さ
に
現
実
に
対
す
る
態
度
が
不
可
知
論
で
あ
り
、
人
類
社
会
の

発
展
に
法
則
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
た
め
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文
芸

家
は
現
実
か
ら
逃
避
し
、
あ
る
い
は
現
実
を
気
違
い
め
い
て
混
乱
し

た
漆
黒
の
一
塊
と
し
て
描
き
、
人
を
本
能
に
衝
き
動
か
さ
れ
る
だ
け
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の
生
き
物
と
し
て
描
く
。
彼
ら
が
不
可
知
論
の
悲
観
主
義
者
、
唯
我

主
義
者
で
あ
る
た
め
、
彼
ら
の
創
作
方
法
は
「
非
理
性
的
」
形
式
主

義
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
に
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文
芸
が
反
動

的
で
、
勤
労
人
民
の
解
放
運
動
に
役
立
た
ず
、
実
際
に
は
資
産
階
級

に
奉
仕
す
る
も
の
だ
と
言
う
理
由
が
あ
る
。〔
後
略
〕

　
〔
前
略
〕
彼
ら
は
文
芸
が
常
に
目
新
し
い
新
味
を
打
ち
出
さ
な
け

れ
ば
す
ぐ
さ
ま
枯
死
す
る
は
ず
だ
と
い
う
観
点
に
固
執
す
る
。
彼
ら

の
い
う
目
新
し
い
新
味
と
は
、
内
容
（
現
実
認
識
）
と
形
式
（
表
現

手
法
）
を
指
す
が
、
ま
ず
も
っ
て
形
式
に
お
い
て
彼
ら
は
新
味
を
出

し
て
い
る
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
先
駆
者
た
ち
は
十
九
世
紀
末
に
リ
ア
リ

ズ
ム
を
攻
撃
し
た
が
、
そ
の
罪
状
は
「
平
凡
」
の
二
文
字
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
「
平
凡
」
は
、
彼
ら
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
現

実
生
活
と
の
関
係
が
密
接
に
過
ぎ
、
あ
ま
り
に
多
く
の
現
実
を
反
映

し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
彼
ら
が
「
平
凡
」
を
こ
の
よ
う
に

解
釈
し
た
こ
と
が
、
彼
ら
が
眼
を
つ
む
っ
て
現
実
を
正
視
し
た
が
ら

ず
、
超
然
と
群
を
は
な
れ
、
生
活
の
外
に
身
を
置
い
て
い
た
こ
と
を

証
明
し
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
彼
ら
は
あ
の
階
級
闘
争
に
沸

き
立
つ
現
実
生
活
の
中
に
、
か
つ
て
存
在
し
た
こ
と
の
な
い
不
平
凡

を
認
め
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
五
十
年
後
の
今
日
、
社
会
主
義
リ

ア
リ
ズ
ム
に
反
対
す
る
人
々
も
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
文
芸
が
無

味
乾
燥
で
千
篇
一
律
で
あ
る
と
恨
み
言
を
い
う
。
彼
ら
は
事
実
を
顧

み
ず
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
が
社
会
主
義
国
家
に
文
芸
の
繁
栄
を

も
た
ら
す
こ
と
は
な
く
、
逆
に
公
式
化
概
念
化
、
無
味
乾
燥
と
千
篇

一
律
、
つ
ま
り
は
「
平
凡
」
を
も
た
ら
す
と
言
い
張
る
。）

（（
（

　

そ
し
て
、「
創
作
方
法
は
世
界
観
と
密
接
に
関
連
し
、
世
界
観
の
指
導

を
受
け
」、「
表
現
方
法
は
思
想
方
法
に
服
従
す
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
、
文
芸
上
の
各
「
主
義
」
の
背
景
と
な
る
思
考
法
、
世
界
観
を
逐

一
例
示
し
つ
つ
説
明
さ
れ
る
。

　

第
四
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
文
芸
思
潮
（
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
範
疇
に
入
る

未
来
主
義
等
）
の
い
く
つ
か
は
、「
作
家
」
と
し
て
の
茅
盾
自
身
が
か
つ

て
参
照
し
た
形
跡
が
あ
り
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
前
半
ま
で
の

期
間
に
お
い
て
は
、
現
実
認
識
の
方
法
が
厳
格
な
リ
ア
リ
ズ
ム
的
態
度
に

傾
い
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
リ
ア
リ
ズ
ム
が
創
作
上
の
中
心

的
「
方
法
」
で
あ
り
続
け
た
が
、
表
現
方
法
と
し
て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
必

ず
し
も
忌
避
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。）

（（
（

逆
に
、
現
実
社
会
を
よ
り
生
き
生

き
と
表
現
で
き
る
方
法
を
「
作
家
」
茅
盾
は
貪
欲
か
つ
柔
軟
に
取
り
入
れ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
二
五
年
に
書
か
れ
た
文

学
論
「
論
無
産
階
級
芸
術
」）

（（
（

と
、
茅
盾
の
初
期
小
説
の
内
容
お
よ
び
自
作

解
説
が
大
き
く
乖
離
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
巡
っ
て
銭
杏
邨
と
の
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間
で
激
し
い
議
論
の
応
酬
が
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。）

（（
（

な
お
、
こ

こ
で
「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
に
反
対
す
る
人
々
」
と
い
う
言
葉
で
暗
示

さ
れ
る
の
は
秦
兆
陽
ら
、ま
も
な
く
「
右
派
」
と
さ
れ
る
人
々
で
あ
る
が
、

そ
の
扱
い
方
に
は
茅
盾
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
前

言
」
と
か
ら
め
て
別
途
考
察
す
る
。

　

第
五
章
の
「
理
想
」
と
「
現
実
」
は
通
常
の
意
味
と
は
異
な
り
、「
反

リ
ア
リ
ズ
ム
と
リ
ア
リ
ズ
ム
の
対
立
」
と
も
違
う
。「
理
想
」
は
想
像
や

幻
想
に
近
く
、
作
者
が
主
観
的
見
解
に
即
し
て
「
こ
う
あ
る
べ
き
」
と
考

え
る
生
活
や
人
物
も
「
理
想
」
で
あ
り
、
古
典
主
義
が
描
く
理
想
化
さ
れ

た
資
産
階
級
社
会
、
理
知
的
な
人
物
、
積
極
的
ロ
マ
ン
主
義
の
描
く
非
凡

な
人
間
、
英
雄
も
「
理
想
」
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
。
ま
た
、
消
極
的

ロ
マ
ン
主
義
の
描
く
現
実
逃
避
の
夢
想
家
や
隠
遁
者
の
衣
鉢
は
、
モ
ダ
ニ

ズ
ム
に
受
け
継
が
れ
た
と
す
る
。
一
方
「
現
実
」
は
、現
実
の
社
会
生
活
、

無
力
な
否
定
的
人
物
、
社
会
の
暗
黒
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
茅
盾
の
観
点
で
は
な
く
、
西
洋
由
来
の
分
類
と
の
こ
と
。
彼
は

「
理
想
」
は
も
と
よ
り
、「
現
実
」
も
暴
露
は
し
て
も
事
実
に
何
も
付
け
加

え
ず
、
い
た
ず
ら
に
人
を
憤
慨
あ
る
い
は
意
気
消
沈
さ
せ
る
だ
け
だ
と
し

て
、
納
得
は
し
て
い
な
い
。

今
日
の
批
判
的
リ
ア
リ
ス
ト
は
決
し
て
未
来
社
会
の
遠
景
を
描
か

な
い
が
、
今
日
の
広
大
な
人
民
は
す
で
に
現
実
生
活
の
中
に
奮
闘
の

目
標
を
探
し
当
て
て
い
る
。
社
会
主
義
国
家
の
強
大
な
繁
栄
は
、
す

で
に
世
界
の
人
民
に
広
々
と
し
た
大
道
を
指
し
示
し
て
い
る
。
同
時

に
、
五
十
年
前
の
善
意
の
先
生
方
が
探
し
求
め
た
、
現
実
を
反
映
し

な
が
ら
理
想
を
表
現
す
る
方
法
が
、
今
や
皆
が
赴
く
主
流
と
な
っ
て

お
り
、
そ
れ
こ
そ
が
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
創
作
方
法
で
あ
る
。）

（（
（

　

従
来
の
（
批
判
的
）
リ
ア
リ
ズ
ム
は
「
理
想
」
に
欠
け
、
後
ろ
向
き
に

過
ぎ
る
。
し
か
し
ロ
マ
ン
主
義
の
「
歴
史
の
発
展
は
数
人
の
「
英
雄
豪
傑
」

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
」
と
い
う
「
唯
心
的
歴
史
観
」
も
誤
り
で
あ
る
。

そ
の
唯
心
的
歴
史
観
は
、
十
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
唯
物
論
者
に
も
共
通

し
て
い
た
。

〔
前
略
〕
マ
ル
ク
ス
主
義
以
前
の
唯
物
主
義
哲
学
者
は
、
社
会
発

展
を
解
釈
す
る
段
に
な
る
と
、
み
な
唯
心
主
義
の
泥
沼
に
陥
り
、
抜

け
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
宿
命
論
が
誤
り
で
あ
り
、

偶
然
論
も
辻
褄
が
合
わ
な
い
と
感
じ
、
そ
こ
で
抽
象
的
理
性
か
ら
出

発
し
て
、
歴
史
的
人
物
の
意
志
と
願
望
と
を
天
下
の
動
力
と
し
た
。

つ
ま
り
、
個
人
の
歴
史
に
お
け
る
作
用
を
無
条
件
に
拡
大
し
た
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
当
然
文
学
者
に
も
影
響
し
た
。
た
と
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え
ば
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
悲
劇
作
家
が
運
命
論
者
で
あ
る
と
す
る
な

ら
、
古
典
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
の
作
家
た
ち
は
個
人
の
作
用
（
超
人

的
な
英
雄
人
物
の
意
志
、
欲
望
、
能
力
等
々
）
を
歴
史
変
革
の
基
本

的
要
素
と
見
な
し
た
。
ロ
マ
ン
主
義
者
は
古
典
主
義
者
よ
り
英
雄
が

環
境
を
征
服
す
る
能
力
を
殊
更
に
強
調
し
、
そ
の
種
の
能
力
を
添
付

の
も
の
と
見
な
し
て
、
生
活
の
闘
争
の
中
で
鍛
え
ら
れ
た
者
と
は
考

え
な
か
っ
た
。
ロ
マ
ン
主
義
者
と
古
典
主
義
者
は
人
物
の
性
格
を
生

ま
れ
つ
き
の
も
の
と
し
て
描
き
、
生
活
環
境
（
出
身
や
教
養
等
々
）

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
描
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
考
え
方
が
生
じ
た
思
想
的
根
源
も
、
み
な
唯
心
的
歴
史
観
に

よ
る
の
で
あ
る
。）

（（
（

　

個
人
の
役
割
を
強
調
し
、
集
団
の
力
を
過
小
評
価
（
抹
殺
）
し
た
作
品

は
、
一
五
〇
年
前
に
は
進
歩
的
役
割
を
果
た
し
、
今
で
も
革
命
的
ロ
マ
ン

主
義
に
は
積
極
的
な
意
義
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
あ
く
ま
で
も
リ

ア
リ
ズ
ム
の
み
が
「
そ
の
社
会
的
な
基
礎
が
生
産
闘
争
と
階
級
闘
争
、
お

よ
び
そ
の
二
種
類
の
闘
争
の
中
で
社
会
の
前
進
を
促
進
す
る
革
命
勢
力
で

あ
る
」
と
い
う
唯
物
論
を
特
徴
と
す
る
。）

（（
（

〔
前
略
〕
古
典
主
義
や
ロ
マ
ン
主
義
と
異
な
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
は

人
物
を
社
会
環
境
の
中
に
放
り
込
み
、
人
物
の
環
境
の
中
に
お
け
る

体
験
や
、
環
境
の
人
物
の
思
想
意
識
に
対
す
る
影
響
を
考
察
す
る
。

〔
中
略
〕
古
典
主
義
や
ロ
マ
ン
主
義
は
人
物
の
性
格
発
展
の
角
度
か

ら
環
境
と
人
物
両
者
間
の
関
係
を
描
く
こ
と
は
な
い
が
、
リ
ア
リ
ズ

ム
は
古
典
主
義
や
ロ
マ
ン
主
義
が
書
か
な
い
も
の
を
描
く
だ
け
で
な

く
、
人
の
性
格
が
環
境
及
び
人
の
社
会
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る

こ
と
を
強
調
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
リ
ア
リ
ス
ト
が
人
物
を
造
形
す

る
際
に
彼
が
苦
心
し
て
解
答
し
よ
う
と
す
る
問
題
は
、
一
定
の
倫
理

的
観
点
あ
る
い
は
政
治
的
観
点
に
基
づ
い
て
張
某
や
李
某
の
性
格
を

割
り
振
る
の
で
は
な
く
、
事
実
を
用
い
て
張
某
や
李
某
が
必
ず
こ
の

よ
う
で
あ
っ
て
、
別
の
様
子
で
は
あ
り
え
な
い
の
を
表
現
す
る
こ
と

で
あ
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
作
家
が
我
々
に
提
示
す
る
人
物
は
、
我
々
と

同
時
代
の
あ
る
種
の
人
間
の
典
型
で
あ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
こ
の

人
物
の
性
格
が
い
か
に
し
て
彼
特
有
の
環
境
の
中
で
形
成
さ
れ
た
か

も
描
く
（
つ
ま
り
、
そ
の
人
物
に
は
彼
自
身
の
個
性
も
な
く
て
は
な

ら
な
い
）。こ
の
人
物（
彼
は
個
性
を
持
っ
た
張
某
や
李
某
で
あ
っ
て
、

一
般
的
な
匿
名
者
で
は
な
い
）
が
特
定
の
時
代
の
特
定
の
社
会
に
お

け
る
一
つ
の
典
型
で
あ
る
以
上
、
そ
し
て
こ
の
典
型
的
人
物
が
環
境

の
産
物
で
あ
る
以
上
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
作
家
の
描
く
環
境
も
典

型
的
（
つ
ま
り
、
特
定
の
時
代
の
基
本
的
精
神
と
主
要
な
面
影
を
十
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分
表
現
で
き
る
環
境
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

（（
（

　
「
十
八
世
紀
の
啓
蒙
運
動
派
の
リ
ア
リ
ズ
ム
作
家
た
ち
」
は
「
人
物
の

個
性
的
性
格
と
社
会
環
境
の
矛
盾
と
い
う
方
面
か
ら
人
物
形
象
を
創
造

し
、
そ
う
し
た
人
物
の
境
遇
（
彼
と
「
運
命
」
の
闘
争
の
結
果
）
か
ら
、

あ
る
い
は
直
接
に
人
物
の
口
を
借
り
て
作
者
の
政
治
的
傾
向
性
を
表
現
し

た
」。「
主
人
公
の
ほ
と
ん
ど
は
普
通
の
男
女
（
平
民
）
で
あ
り
、
特
権
階

級
の
人
物
で
は
な
か
っ
た
」。
一
般
人
の
生
活
は
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
で

は
な
い
が
、
人
を
感
動
さ
せ
、
読
者
の
同
情
を
ひ
く
。
し
か
し
、
彼
ら
は

一
般
人
の
個
人
的
な
運
命
と
革
命
運
動
と
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。）

（（
（

ま
た
、
十
九
世
紀
の
批
判
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
家
は

「
観
念
的
歴
史
観
の
束
縛
を
脱
し
て
は
い
た
が
」、「
徹
底
し
た
形
で
唯
物

史
観
の
思
想
家
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
」、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
が
憎
む
べ

き
旧
社
会
を
覆
し
、
光
明
に
あ
ふ
れ
た
幸
福
な
新
生
活
を
建
設
す
る
決
定

的
な
力
で
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
て
は
い
な
か
っ
た
」。
リ
ア
リ
ズ
ム
の

「
歴
史
的
限
界
性
」
と
い
う
言
葉
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
ま
で
は
適
用
が
可
能

で
あ
る
。）

（（
（

　

　
「
二
十
世
紀
の
批
判
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
十
九
世
紀
よ
り
も
後
退
し
た
」。

そ
れ
は
十
月
革
命
、
第
一
次
大
戦
以
降
の
資
本
主
義
経
済
の
危
機
、
第
二

次
大
戦
後
の
帝
国
主
義
の
弱
体
化
と
東
欧
社
会
主
義
国
家
の
出
現
、
中
国

革
命
の
勝
利
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
反
帝
・
半
植
民
地
闘
争
の
盛
り
上

が
り
と
い
っ
た
「
新
し
い
条
件
」
の
出
現
が
、
批
判
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
は

る
か
に
追
い
越
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
作
家
の
中
に

は
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
を
受
容
し
た
者
と
そ
う
で
な
い
者
が
い
る
。
そ

れ
は
「
歴
史
的
限
界
性
」
で
は
な
く
、「
階
級
的
」「
個
人
的
」
な
限
界
性

で
あ
る
。）

（（
（

彼
ら
の
限
界
性
は
、
単
な
る
創
作
方
法
と
し
て
リ
ア
リ
ズ
ム
を

受
容
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
時
に
作
家
の
世
界
観
と
矛
盾
を
来
す
。

〔
前
略
〕
我
々
の
進
め
る
思
想
改
造
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
唯
心
主

義
思
想
を
掃
き
清
め
、
頭
の
中
の
資
本
主
義
の
残
余
を
粛
清
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
我
々
の
創
作
方
法
が
リ
ア
リ
ズ
ム
か

ら
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
と
進
む
過
程
で
あ
り
、
な
ぜ
な
ら
社
会

主
義
リ
ア
リ
ス
ト
に
は
創
作
方
法
と
作
家
の
世
界
観
の
矛
盾
は
あ
り

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。）

（（
（

　

こ
の
後
、「
双
百
」
に
お
い
て
議
論
百
出
し
た
文
芸
の
「
公
式
化
」「
概

念
化
」
さ
ら
に
は
そ
の
原
因
と
さ
れ
た
「
教
条
主
義
」
に
つ
い
て
述
べ
ら

れ
る
。
毛
沢
東
の
『
矛
盾
論
』『
実
践
論
』
に
即
し
つ
つ
「
感
性
的
知
識

が
現
実
認
識
の
必
須
条
件
で
あ
り
認
識
の
第
一
歩
」
で
あ
り
（
感
覚
を
信

じ
ず
、理
性
を
重
視
す
る
古
典
主
義
の
「
唯
理
論
」
は
こ
れ
を
認
め
な
い
）、
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「
感
性
的
知
識
が
抽
象
的
理
論
的
思
想
を
経
て
概
括
さ
れ
」、「
理
性
的
あ

る
い
は
理
論
的
段
階
に
到
達
」
し
、「
感
性
的
知
識
と
理
性
的
知
識
は
人

間
の
実
践
活
動
を
基
礎
と
し
て
統
一
さ
れ
、
ま
た
実
践
の
中
で
繰
り
返
し

検
証
さ
れ
る
」
と
い
う
認
識
過
程
が
「
客
観
的
真
理
」
に
近
づ
く
道
と
し

て
表
明
さ
れ
る
。）

（（
（

そ
の
上
で
、
従
来
の
リ
ア
リ
ス
ト
は
「
実
践
」
の
段
階

で
躓
い
て
い
た
の
だ
と
す
る
。

〔
前
略
〕
古
典
主
義
者
と
ロ
マ
ン
主
義
者
は
そ
の
思
想
方
法
か
ら

言
え
ば
、一
方
は
主
に
「
私
は
こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
」

と
書
き
、
も
う
一
方
は
「
私
は
こ
の
よ
う
に
感
じ
た
」
と
書
く
。
そ

の
た
め
実
質
的
に
公
式
化
・
概
念
化
と
い
っ
た
も
の
は
こ
の
両
派
の

二
流
三
流
の
作
家
の
作
品
に
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
、
特
に
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
家
は
、
そ
の

思
想
方
法
か
ら
言
う
な
ら
、
本
来
公
式
化
・
概
念
化
し
た
作
品
が
生

み
出
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
生
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
原
因
は
や
は
り
思
想
方
法
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
公

式
化
・
概
念
化
を
克
服
す
る
有
効
な
方
法
は
、
や
は
り
生
活
実
践
の

中
で
鍛
錬
を
強
化
し
、
自
ら
の
思
想
方
法
を
経
験
主
義
と
教
条
主
義

か
ら
完
全
に
脱
却
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。）

（（
（

　
「
現
実
を
理
想
と
結
合
さ
せ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
我
々
が
よ
く
使
う
よ

り
明
確
な
言
い
方
を
用
い
れ
ば
、
現
実
を
通
し
て
理
想
の
遠
景
を
指
し
示

す
（
い
わ
ゆ
る
今
日
か
ら
明
日
を
見
る
）
こ
と
。
こ
れ
は
社
会
主
義
リ
ア

リ
ズ
ム
の
み
が
十
分
に
完
成
さ
せ
ら
れ
る
任
務
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
社
会

主
義
リ
ア
リ
ス
ト
は
弁
証
法
的
唯
物
主
義
と
史
的
唯
物
主
義
で
自
己
の
頭

脳
を
武
装
し
て
お
り
、
つ
ま
り
は
彼
ら
の
世
界
観
が
、
従
来
の
リ
ア
リ
ス

ト
と
完
全
に
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。）

（（
（

　

最
後
に
、
大
衆
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
依
然
と
し
て
大
衆
の
中
の
一
員
で

あ
り
、
非
現
実
的
な
超
人
で
は
な
い
集
団
主
義
的
英
雄
が
描
か
れ
る
べ
き

で
あ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
、
革
命
的
ロ
マ
ン
主
義
の
精
神
も
必
要
で
あ
り
、

「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
は
革
命
的
ロ
マ
ン
主
義
を
含
む
」
と
い
う
テ
ー

ゼ
）
（（
（

が
語
ら
れ
る
。

『
夜
読
偶
記
』
の
意
味

　

本
文
中
で
、
旧
世
代
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
検
討
さ
れ
た
「
批
判
的
リ

ア
リ
ズ
ム
」
は
、
主
に
十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
そ
の

特
徴
が
茅
盾
が
か
つ
て
書
い
た
小
説
と
多
く
の
共
通
点
を
持
つ
こ
と
は
一

目
瞭
然
で
あ
る
。
ま
た
、
第
五
章
で
は
「
史
的
唯
物
主
義
」
と
の
対
比
で
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「
経
済
唯
物
主
義
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
政
治
や
政
治

機
構
、
思
想
、
理
論
が
歴
史
過
程
の
中
で
起
こ
す
積
極
的
作
用
を
否
定
し
、

大
衆
や
大
衆
の
意
志
を
代
表
す
る
傑
出
し
た
活
動
家
個
人
が
社
会
発
展
の

規
則
に
符
合
し
た
条
件
の
下
で
社
会
変
革
の
促
進
に
対
し
て
起
こ
す
積
極

的
作
用
を
否
定
し
」
て
お
り
、
経
済
唯
物
主
義
を
受
容
し
た
リ
ア
リ
ス
ト

は
「
個
人
が
歴
史
に
お
い
て
お
よ
ぼ
す
作
用
を
正
確
に
認
識
で
き
な
か
っ

た
」
）
（（
（

と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
九
三
〇
年
代
の
茅
盾
小
説
が
「
経
済
的

人
間
」
の
破
滅
を
数
多
く
描
い
た
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
。）

（（
（

つ
ま
り
、『
夜

読
偶
記
』は
茅
盾
が
自
ら
を
棚
に
上
げ
て
論
じ
た
文
章
で
あ
る
と
と
も
に
、

一
種
の
自
己
批
判
書
と
み
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
中
華
民
国
期
と
人
民
共
和
国
期
と
で
は
状
況
が
異
な
り
、
当

時
は
「
社
会
主
義
社
会
」
で
な
か
っ
た
が
た
め
に
現
実
の
暗
黒
を
描
く
し

か
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
付
け
は
で
き
る
。
こ
れ
に
関
連
し
そ
う
な
こ
と

は
、
早
く
に
中
野
美
代
子
が
指
摘
し
て
い
る
。

〔
前
略
〕
茅
盾
が
『
子
夜
』
執
筆
当
時
す
で
に
、「
革
命
的
楽
観
主

義
」
を
い
だ
い
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
は
、
上
海
と
い
う

都
市
を
、あ
り
の
ま
ま
描
く
こ
と
を
冷
厳
な
目
的
と
し
た
の
で
あ
る
。

な
る
程
、『
子
夜
後
記
』
で
は
、
農
村
や
い
な
か
町
も
併
せ
書
く
つ

も
り
だ
っ
た
と
言
っ
た
。
そ
し
て
健
康
の
せ
い
で
「
都
市
生
活
の
描

写
に
偏
し
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
反
省
も
し
て
い
る
。
し

か
し
、『
子
夜
』
直
後
に
書
か
れ
た
前
引
『
都
市
文
学
』
は
、む
し
ろ
、

自
作
『
子
夜
』
へ
の
自
信
を
述
べ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
執
筆
初
期

の
茅
盾
に
と
っ
て
、当
時
の
上
海
は
む
し
ろ
薄
暮
と
も
見
え
た
。『
子

夜
』
は
、
最
初
『
小
説
月
報
』
に
連
載
す
る
予
定
で
、
題
名
も
、
実

に
、「
夕
陽
」（
！
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。T

w
ilight

に
「
薄
明
」
と

共
に
「
薄
暮
」
の
意
が
あ
る
こ
と
、
申
す
ま
で
も
な
い
。
当
時
の
彼

に
と
っ
て
は
、
な
か
ん
ず
く
、
実
作
の
場
に
お
い
て
リ
ア
リ
ズ
ム
の

方
法
の
模
索
に
没
頭
し
て
い
た
彼
に
と
っ
て
は
、「
革
命
的
楽
観
主

義
」
な
ど
は
、
反
っ
て
邪
魔
も
の
だ
っ
た
筈
で
あ
る
。）

（（
（

　

茅
盾
の
自
作
解
説
が
、
し
ば
し
ば
作
品
執
筆
当
時
の
意
図
を
歪
め
、
そ

の
時
々
の
政
治
路
線
に
「
迎
合
」
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
中
野
氏
が
「
革
命
的
楽
観
主
義
」
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
一

九
五
二
年
の
茅
盾
の
自
作
解
説
で
、
三
〇
年
代
の
代
表
作
『
子
夜
』
の
本

来
の
計
画
に
は
、農
村
の
革
命
状
況
を
描
く
こ
と
で
「
革
命
的
楽
観
主
義
」

を
強
調
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
。）

（（
（

そ

う
し
た
執
筆
意
図
説
明
が
、
限
り
な
く
後
付
け
の
理
屈
に
近
い
こ
と
は
、

私
も
繰
り
返
し
論
じ
て
き
た
。）

（（
（

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、自
ら
が
「
旧
社
会
」

で
発
表
し
た
作
品
も
、「
社
会
主
義
社
会
」
の
政
治
状
況
に
適
合
さ
せ
よ
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う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
三
〇
年
代
や
四
〇
年
代
に
お
け

る
自
作
解
説
と
は
違
っ
た
意
味
合
い
を
持
つ
。
第
一
に
、
茅
盾
は
党
外
に

あ
り
な
が
ら
文
化
部
長
の
要
職
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
党
内
の
官
僚
あ

る
い
は
党
員
文
学
者
以
上
に
発
言
に
注
意
を
要
す
る
状
況
が
続
い
た
こ

と
。
第
二
に
、
彼
が
す
で
に
「
作
家
」
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
頃
の
自
作
解
説
は
す
で
に
微
調
整
で
は
あ
り
え
ず
、
半
ば
確

定
的
な
自
己
評
価
と
な
り
う
る
。

　

茅
盾
が
一
旦
「
双
百
」
に
呼
応
し
た
こ
と
は
前
に
触
れ
た
。
一
九
五
七

年
三
月
、
全
国
宣
伝
工
作
会
議
小
組
会
で
、
老
舎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
私
の
四
人
の
子
供
は
誰
も
文
芸
を
学
ば
な
い
。
私
た
ち
が
も
の
を
書
け

ず
、
苦
し
ん
で
い
る
の
を
見
て
、
私
た
ち
の
よ
う
な
苦
し
み
を
味
わ
い
た

く
な
い
か
ら
、
彼
ら
は
文
芸
を
や
ら
な
い
の
だ
。
人
民
内
部
の
矛
盾
が
作

品
中
に
反
映
し
て
も
大
き
な
悲
劇
が
現
れ
る
は
ず
は
な
い
の
に
、
王
蒙
の

小
説
は
大
騒
ぎ
に
な
り
、
老
幹
部
の
末
路
は
身
投
げ
、
戦
々
恐
々
と
し
て

い
て
、
こ
れ
は
人
民
内
部
の
解
決
方
法
で
は
な
い
。
我
々
の
悲
劇
や
風
刺

劇
は
ゴ
ー
ゴ
リ
の
よ
う
に
書
く
わ
け
に
い
か
ず
、
我
々
の
や
り
方
で
書
い

た
と
し
て
も
古
典
に
か
な
い
っ
こ
な
い
…
…
」）

（（
（

茅
盾
は
老
舎
の
話
を
受
け

て
、「
私
も
同
じ
様
な
こ
と
を
感
じ
て
い
る
。
現
在
も
悲
劇
が
あ
る
か
ど

う
か
。
普
通
に
考
え
れ
ば
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
。
た
と
え
ば
官
僚
主
義
は

思
想
方
法
の
問
題
だ
が
、
血
を
見
る
は
め
に
な
る
。
こ
う
い
う
こ
と
も
思

い
き
り
書
け
ば
い
い
。」
）
（（
（

ま
た
、
五 

― 

六
月
に
は
、
セ
ク
ト
主
義
、
教
条

主
義
、
官
僚
主
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

〔
前
略
〕
私
は
こ
の
三
者
は
実
際
互
い
に
関
連
し
て
い
て
、
互
い

に
因
果
関
係
に
あ
る
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
一
部
の
人
の
セ
ク
ト
主

義
に
よ
っ
て
、
セ
ク
ト
外
の
別
の
一
部
に
官
僚
主
義
が
造
ら
れ
る
。

そ
う
、
君
が
一
切
を
取
り
仕
切
っ
て
い
て
、
何
一
つ
彼
に
相
談
し
な

い
と
か
、彼
に
サ
イ
ン
だ
け
さ
せ
て
い
る
と
、彼
は
官
僚
主
義
に
な
っ

て
し
ま
う
。
あ
と
、
セ
ク
ト
主
義
者
は
常
に
ひ
ど
い
教
条
主
義
者
で

も
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
必
然
的
に
彼
自
身
一
所
懸
命
に
官
僚
主
義
者

に
な
り
、他
人
に
も
そ
う
い
う
官
僚
主
義
者
に
な
る
よ
う
強
制
す
る
。

こ
れ
ら
全
て
の
根
源
は
、
民
主
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
だ
。
民
主
を

発
展
さ
せ
る
こ
と
が
こ
の
三
つ
の
悪
い
物
を
取
り
除
く
対
症
薬
だ
。）

（（
（

官
僚
主
義
の
表
れ
は
様
々
だ
。
私
が
目
に
し
た
中
央
の
い
く
つ
か

の
部
門
の
官
僚
主
義
は
、
一
所
懸
命
な
官
僚
主
義
の
類
だ
。
こ
う
い

う
官
僚
主
義
の
特
徴
は
、
一
、
小
さ
い
こ
と
ば
か
り
に
こ
だ
わ
っ
て
、

全
部
自
分
で
や
っ
て
し
ま
い
、
全
体
の
形
勢
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
。

二
、
目
の
前
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
、
将
来
に
考
え
が
及
ば
な
い
。

こ
れ
は
全
体
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
必
然
的
結
果
だ
。
三
、
生
活
必
需
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品
の
や
り
繰
り
に
忙
し
く
、
思
想
の
指
導
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
―
―

こ
れ
は
文
教
部
門
に
特
に
顕
著
だ
。
こ
う
い
う
官
僚
主
義
は
一
番
恐

ろ
し
い
。
官
僚
主
義
が
生
ま
れ
る
根
源
は
主
観
主
義
や
教
条
主
義
の

思
想
方
法
で
、
こ
う
い
っ
た
官
僚
主
義
を
育
て
る
土
壌
は
全
部
業
務

に
対
し
て
精
通
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
門
外
漢
だ
っ
た
り
す
る
こ
と

だ
。）

（（
（〔

前
略
〕
セ
ク
ト
主
義
、
教
条
主
義
は
主
に
思
想
の
問
題
で
、
思

想
か
ら
解
決
す
べ
き
だ
。
し
か
し
知
識
レ
ベ
ル
の
低
さ
や
、
業
務
に

通
じ
て
い
な
い
こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
。
そ
し
て
官
僚
主
義
は
、
た

と
え
ば
一
所
懸
命
な
官
僚
主
義
に
つ
い
て
言
え
ば
、
主
に
、
少
な
く

と
も
大
部
分
は
、
業
務
に
通
じ
て
い
な
い
た
め
だ
。
状
況
を
ち
ょ
っ

と
ば
か
り
理
解
し
て
も
不
十
分
。
た
と
え
ば
、
君
が
あ
る
業
務
の
状

況
を
で
き
る
限
り
理
解
し
、
専
門
家
た
ち
に
意
見
の
相
違
が
あ
る
こ

と
を
知
っ
た
と
し
て
も
、
君
に
そ
の
方
面
の
学
問
が
な
け
れ
ば
、
自

分
の
主
張
を
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
態
度
が
定
ま
ら
な
い
。
今
日
は

甲
の
言
う
通
り
に
し
た
と
思
え
ば
、明
日
は
乙
の
言
う
こ
と
を
き
く
。

主
観
的
に
は
よ
く
仕
事
を
し
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
客
観
的
に
は
官

僚
主
義
だ
。
だ
か
ら
、
私
は
整
風
運
動
の
中
で
色
々
な
方
式
の
（
政

治
思
想
や
業
務
の
）
学
習
制
度
を
本
腰
を
入
れ
て
点
検
し
、
む
だ
に

時
間
を
く
う
形
式
主
義
的
な
学
習
方
法
が
徹
底
的
に
改
め
ら
れ
る
こ

と
を
期
待
す
る
。）

（（
（

　

こ
れ
ら
の
主
張
が
、
と
も
す
れ
ば
大
批
判
に
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。「
反
右
派
」
の
最
中
に
書
か
れ
た
『
夜
読
偶
記
』

を
一
種
の
「
自
己
批
判
書
」
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
の
「
作
家
」
と
し
て

の
活
動
を
自
己
点
検
す
る
と
と
も
に
、
文
化
部
長
職
に
あ
り
な
が
ら
口
を

滑
ら
し
、
虎
の
尾
を
踏
み
か
ね
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
弁
解
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。）

（（
（

　

　

た
だ
し
、『
夜
読
偶
記
』
の
記
述
そ
の
も
の
は
相
当
に
計
算
さ
れ
て
い

る
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
文
章
の
価
値
は
、
そ
れ
が
単
な
る
「
自
己

批
判
」
あ
る
い
は
「
弁
解
」
で
終
わ
っ
て
は
い
な
い
点
に
あ
る
。
す
で
に

見
た
よ
う
に
、
古
今
内
外
の
文
学
を
縦
横
無
尽
に
論
じ
つ
つ
、
文
学
の
発

展
が
必
然
的
に
リ
ア
リ
ズ
ム
の
勝
利
へ
と
向
か
う
こ
と
を
説
得
的
に
述

べ
、
最
終
的
に
「
な
ぜ
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
な
の
か
」
を
明
確
に
理
由

づ
け
て
い
る
。
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
を
受
け
て
、
当
時
は

ソ
連
の
文
化
状
況
を
ふ
ま
え
た
教
条
主
義
批
判
が
多
く
提
出
さ
れ
た
。
何

直
（
秦
兆
陽
）
の
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
批
判
も
そ
の
文
脈
に
あ
っ
た
が
、

茅
盾
は
あ
え
て
そ
こ
に
触
れ
ず
、
二
千
年
の
中
国
文
学
史
と
三
百
年
の
西

欧
文
学
史
を
援
用
し
た
メ
タ
レ
ベ
ル
の
語
り
を
用
い
た
。
ま
た
、
具
体
的
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内
容
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
ス
ロ
ー
ガ
ン
（
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
自

体
が
多
く
の
解
釈
を
と
も
な
い
、
毛
沢
東
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
「
両
結

合
」
も
、
当
時
は
毛
の
思
い
つ
き
の
域
を
出
て
い
な
か
っ
た
）
に
内
実
を

与
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
当
時
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
「
右
派
」
の
固

有
名
を
出
し
て
い
な
い
こ
と
（
例
外
的
に
、
す
で
に
評
価
の
確
定
し
て
い

た
胡
風
の
名
は
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）も
注
目
に
値
し
よ
う
。「
前
言
」で「
手

間
を
省
く
た
め
」
と
し
て
、
引
用
や
出
典
を
明
ら
か
に
し
な
い
こ
と
を
あ

ら
か
じ
め
明
言
し
た
の
は
、
こ
の
文
章
が
誰
か
し
ら
の
個
人
攻
撃
を
意
図

し
な
い
こ
と
の
宣
言
で
も
あ
る
。

　

彼
自
身
を
含
む
多
く
の
関
係
者
の
負
荷
を
可
能
な
限
り
下
げ
、
そ
の
一

方
で
上
級
指
導
者
の
視
線
も
強
く
意
識
し
た
『
夜
読
偶
記
』
は
、
茅
盾
ら

し
い
バ
ラ
ン
ス
感
覚
）
（（
（

に
貫
か
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
自
身
の
サ
バ

イ
バ
ル
と
、
後
輩
作
家
・
文
学
者
た
ち
に
対
す
る
レ
ス
キ
ュ
ー
を
意
図
し

た
二
方
面
戦
略
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
反
骨
の
好
漢
め
い
た
わ
か
り
や
す
い

形
で
行
う
の
で
は
な
く
、い
さ
さ
か
の
「
阿
り
」
と
政
治
的
に
「
正
し
い
」

風
を
装
っ
て
、
な
お
か
つ
堂
々
と
や
っ
て
の
け
る
と
い
う
点
は
、
男
性
的

な
マ
チ
ズ
モ
の
対
極
に
あ
る
「
文
化
官
僚
」
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ

る
。
し
か
し
、
老
舎
が
「
も
の
を
書
け
ず
苦
し
ん
で
い
る
」
と
述
べ
た
よ

う
に
、
こ
れ
を
書
い
た
茅
盾
は
も
は
や
「
作
家
」
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は

で
き
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
実
践
」
の
重
要
性
を
力
説
し
、
そ

れ
こ
そ
が
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
要
点
と
し
な
が
ら
、「
生
活
実
践
」

は
と
も
か
く
、創
作
に
お
け
る
実
践
は
不
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

社
会
主
義
社
会
の
光
明
に
対
し
、
公
に
疑
念
を
表
明
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、「
反
右
派
」
の
批
判
闘
争
か
ら
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し
よ
う
と
し
た

茅
盾
に
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
品
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う

か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
皮
肉
な
こ
と
だ
が
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、

五
〇
年
代
茅
盾
に
と
っ
て
の
「
理
想
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。『
夜
読

偶
記
』
で
語
ら
れ
た
理
論
に
忠
実
な
作
品
を
茅
盾
は
書
け
ず
）
（（
（

、
社
会
主
義

リ
ア
リ
ズ
ム
は
文
革
を
経
て
、そ
の
積
極
的
意
義
を
認
め
る
者
は
減
少
し
、

今
や
半
ば
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
な
り
は
て
て
い
る
。

　

一
九
二
五
年
に
長
編
の
論
文
「
論
無
産
階
級
芸
術
」
を
書
き
、
ロ
シ
ア

の
革
命
文
学
論
を
翻
案
し
紹
介
し
た
茅
盾
だ
が
、
実
際
の
小
説
は
そ
の
理

論
か
ら
離
反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
。
三
十
年
を
隔
て
て
、
自

ら
の
創
作
経
験
を
踏
ま
え
た
上
で
再
び
長
編
の
革
命
文
学
論
を
書
い
た
こ

と
で
、
つ
い
に
「
作
家
」
と
し
て
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
完
全
に
喪
失
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
夜
読
偶
記
』
は
、結
果
的
に
「
作
家
」

茅
盾
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
っ
た
文
章
と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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注（
１
） 
茅
盾
は
一
九
二
一
年
の
中
共
創
設
と
同
時
に
党
員
に
な
っ
た
が
、
一
九
二
八
年
頃

に
党
籍
を
喪
失
し
て
い
る
。
そ
の
後
長
く
「
党
外
の
協
力
者
」
と
し
て
過
ご
し
た

が
、
死
の
直
前
に
提
出
し
た
復
党
申
請
が
死
後
追
認
さ
れ
た
。

（
２
） 

一
九
五
四
年
、
胡
風
が
党
指
導
部
の
セ
ク
ト
主
義
を
批
判
し
た
こ
と
か
ら
議
論
が

白
熱
し
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
ど
う
理
解
す
る
か
、
世
界
観
と
創
作
方
法
の
関
係
を
ど

う
捉
え
る
か
を
め
ぐ
り
、
胡
風
と
周
揚
・
林
黙
涵
・
何
其
芳
ら
の
間
で
双
方
の
主

張
の
正
当
性
が
争
わ
れ
た
。
毛
沢
東
に
よ
り
胡
風
の
思
想
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
芸

思
想
」
と
さ
れ
、
批
判
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
激
化
。
胡
風
は
自
己
批
判
書
を
提
出
す

る
が
、
五
五
年
、
胡
風
と
そ
の
知
人
は
「
胡
風
反
革
命
集
団
」
と
し
て
摘
発
さ
れ

て
い
く
。
毛
沢
東
自
身
が
、『
人
民
日
報
』
紙
上
で
胡
風
が
反
党
グ
ル
ー
プ
を
形

成
し
た
と
の
印
象
操
作
を
主
導
し
、
胡
風
側
に
同
情
的
な
意
見
は
一
掃
さ
れ
た
。

（
３
） 

石
川
禎
浩
「
小
説
『
劉
志
丹
』
事
件
の
歴
史
的
背
景
」（
石
川
禎
浩
編
『
中
国
社

会
主
義
文
化
の
研
究
―
―
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
現
代
中
国
研
究
セ
ン

タ
ー
研
究
報
告
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年
五
月
）
参
照
。

（
４
） 

銭
理
群
は
大
著
『
拒
絶
遺
忘
―
―
〝
一
九
五
七
年
学
〟
研
究
筆
記
』（
牛
津
大
学

出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
に
お
い
て
、
一
九
五
七
年
に
お
け
る
良
心
的
知
識
人
の

知
的
営
為
を
「
思
想
的
資
源
」
と
し
て
記
録
し
、
公
的
な
歴
史
に
お
け
る
忘
却
に

抵
抗
す
る
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。

（
５
） 

一
九
五
七
年
五 

― 

六
月
、
中
共
中
央
統
戦
部
が
民
主
党
派
責
任
者
お
よ
び
無
党
派

人
士
を
招
い
て
開
催
し
た
座
談
会
に
お
い
て
、
茅
盾
は
党
の
セ
ク
ト
主
義
、
教
条

主
義
、
官
僚
主
義
を
率
直
に
批
判
し
た
。
茅
盾
の
発
言
は
公
開
さ
れ
ず
、
発
言
が

あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
長
く
秘
匿
さ
れ
た
が
、
手
稿
は
残
存
し
て
お
り
、
同
文
は

「
我
的
看
法
」
と
い
う
名
で
『
茅
盾
全
集
』
一
七
巻
（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九

八
九
年
）
に
収
録
さ
れ
た
。

（
６
） 

拙
著
『「
作
家
」
茅
盾
論
―
―
二
十
世
紀
中
国
小
説
の
世
界
認
識
』（
汲
古
書
院
、

二
〇
一
三
年
七
月
）
一
六 

― 

一
七
頁
。

（
７
） 

一
九
五
八
年
八
月
、
百
花
文
芸
出
版
社
か
ら
単
行
本
が
出
版
。
一
九
七
九
年
一
一

月
、『
茅
盾
評
論
文
集
』（
人
民
文
学
出
版
社
）
の
下
巻
に
収
録
さ
れ
た
。『
夜
読

偶
記
』
は
七
万
字
の
長
さ
が
あ
り
、
単
行
本
化
さ
れ
、
ま
た
直
接
マ
ル
ク
ス
主
義

文
芸
論
を
提
唱
し
て
い
る
点
で
、
中
国
に
お
け
る
評
判
は
概
ね
高
か
っ
た
。
本
稿

で
は
原
則
『
茅
盾
評
論
文
集
』
版
を
底
本
と
し
た
。

（
８
） 

何
直
は
秦
兆
陽
の
筆
名
。
一
九
四
六
年
か
ら
小
説
を
書
き
始
め
、
四
九
年
か
ら
は

雑
誌
『
人
民
文
学
』
の
副
編
集
長
、『
文
芸
報
』
の
編
集
委
員
を
務
め
て
い
た
。『
人

民
文
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
論
文
で
、
秦
は
五
〇
年
代
の
文
芸
政
策
が
教
条
主

義
的
度
合
い
を
増
し
て
い
る
と
し
て
危
惧
を
表
明
し
た
。
社
会
主
義
の
暗
黒
面
の

暴
露
を
目
的
と
し
て
い
る
と
し
て
批
判
さ
れ
、秦
は
「
大
右
派
」
に
区
分
さ
れ
た
。

七
九
年
に
名
誉
回
復
さ
れ
る
ま
で
、
広
西
省
へ
の
下
放
は
二
十
二
年
に
及
ん
だ
。

ま
た
、
文
化
大
革
命
中
、
秦
の
こ
の
論
文
は
「
現
実
主
義
広
闊
道
路
論
（
リ
ア
リ

ズ
ム
大
道
論
）」
と
呼
ば
れ
、
毛
沢
東
『
文
芸
講
話
』
に
反
す
る
誤
っ
た
文
学
論

を
代
表
す
る
八
編
（
黒
八
論
）
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
た
。

（
９
） 

原
文
は
「
引
玉
」。「
抛
磚
引
玉
」（
煉
瓦
を
ほ
う
り
投
げ
て
玉
を
引
き
寄
せ
る
）

か
ら
。
自
分
の
未
熟
な
見
解
を
た
た
き
台
と
し
て
、
他
人
の
優
れ
た
意
見
を
引
き

出
す
こ
と
。

（
10
） 

前
出
『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、
一
頁
。

（
11
） 「
一
九
五
八
年
七
月
二
十
九
日
茅
盾
」と
あ
る
。
な
お
、本
文
第
五
章
末
尾
に
は「
四

月
二
十
一
日
、首
都
人
民
囲
剿
麻
雀
的
勝
利
声
中
写
完
。」と
書
か
れ
て
い
る
。「
囲

剿
麻
雀
」
は
、
大
躍
進
期
に
「
除
四
害
」（
ネ
ズ
ミ
、
ス
ズ
メ
、
ハ
エ
、
カ
の
撲
滅
）

の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
ス
ズ
メ
退
治
の
こ
と
。

（
12
） 

未
署
名
「『
小
説
新
潮
』
欄
宣
言
」（『
小
説
月
報
』
一
一
巻
一
号
、
一
九
二
〇
年

一
月
）。『
茅
盾
全
集
』
一
八
巻
（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
一
二
頁
。

（
13
） 『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、
二 

― 

三
頁
。

（
14
） 『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、
三 

― 

四
頁
。

（
15
） 
こ
の
後
、
単
純
な
理
解
を
招
か
ぬ
よ
う
、
作
家
の
世
界
観
の
複
雑
さ
や
、「
非
リ
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ア
リ
ズ
ム
で
あ
っ
て
も
反
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
な
い
創
作
方
法
」
に
注
意
す
べ
き
こ

と
、
時
代
情
勢
に
よ
る
評
価
の
変
動
も
あ
り
う
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

（
16
） 

こ
こ
で
、「
現
実
世
界
を
題
材
に
し
て
い
な
い
作
品
が
全
て
現
実
的
で
な
く
、
現

実
を
遊
離
し
て
い
て
、
現
実
逃
避
だ
と
み
な
す
考
え
方
」
は
浅
薄
で
あ
る
こ
と
、

表
面
的
に
現
実
を
描
写
し
て
い
な
が
ら
、
現
実
か
ら
遊
離
し
た
「
消
極
的
ロ
マ
ン

主
義
」
お
よ
び
二
十
世
紀
に
至
っ
て
唯
美
と
神
秘
を
体
現
し
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
先

駆
と
な
っ
た
「
象
徴
主
義
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、

主
観
的
観
念
論
、
個
人
主
義
―
―
唯
我
主
義
を
思
想
的
根
源
と
し
た
「
没
落
し
つ

つ
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
幇
間
」
に
す
ぎ
な
い
と
酷
評
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
反

教
条
主
義
の
名
の
下
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
象
徴
的
形
式
主
義
や
初
期
象
徴
主
義
の

唯
美
的
形
式
主
義
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

（
17
） 

こ
こ
で
、
資
本
主
義
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
発
展
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を

否
定
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
資
本
主
義
の
萌
芽
期
こ
そ
を
リ
ア
リ
ズ
ム
発
生
の
時

期
と
す
る
こ
と
に
は
反
対
し
、
あ
く
ま
で
「
リ
ア
リ
ズ
ム
は
長
い
発
展
の
歴
史
を

も
つ
」
こ
と
を
付
け
加
え
て
い
る
。

（
18
） 『
老
子
』
五
八
章
よ
り
。『
老
子
』
で
は
「
禍
兮
福
之
所
伏
、
福
兮
禍
之
所
倚
」
だ

が
、
こ
こ
で
は
「
福
兮
禍
所
倚
、
禍
兮
福
所
伏
」
に
変
わ
っ
て
い
る
。

（
19
） 『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、
三
〇 

― 

三
六
頁
。

（
20
） 

社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
が
中
国
で
最
初
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
一
九
三
三
年
七
月

で
、
同
年
一
一
月
に
は
周
揚
に
よ
る
本
格
的
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後

の
経
過
も
含
め
、
近
藤
龍
哉
の
解
説
が
わ
か
り
や
す
い
。「〔
前
略
〕
周
揚
は
キ
ル

ポ
ー
チ
ン
ら
の
発
言
に
そ
っ
て
紹
介
し
、
文
芸
理
論
上
の
発
展
と
し
て
認
め
つ
つ

も
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
直
接
中
国
に
受
け
い
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。

し
か
し
、
左
連
の
常
務
委
員
会
に
よ
る
「
二
カ
年
計
画
」（
三
四
・
一
）
に
は
「
社

会
主
義
的
現
実
主
義
」
の
芸
術
理
論
書
を
編
訳
す
る
計
画
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、

三
四
年
五
月
に
は
企
影
（
周
揚
）
に
よ
り
シ
ル
レ
ル
の
「
傾
向
文
学
論
」
な
ど
も

翻
訳
さ
れ
た
（〈
総
合
〉
創
刊
号
）。
こ
れ
ら
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
論
・
古
典
の
評
価

の
面
で
大
き
な
影
響
を
与
え
、
そ
の
理
論
を
め
ぐ
っ
て
典
型
論
争
を
呼
び
、
ま
た

二
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
論
争
（
国
防
文
学
論
戦
）
に
お
け
る
双
方
の
理
論
に
も
影
響

を
与
え
て
い
る
。
五
三
年
九
月
の
第
二
次
文
代
大
会
は
解
放
後
、〝
社
会
主
義
リ

ア
リ
ズ
ム
〟
を
中
国
の
文
芸
創
作
と
批
評
の
基
本
的
方
法
と
定
め
た
が
、
そ
の
理

論
は
世
界
観
を
重
視
し
、
社
会
主
義
的
現
実
の
肯
定
的
側
面
を
強
調
す
る
方
向
に

ウ
エ
イ
ト
が
置
か
れ
て
い
る
。
六
〇
年
七
月
の
第
三
次
文
代
大
会
で
は
毛
沢
東
の

提
出
し
た
〝
革
命
的
現
実
主
義
和
革
命
的
浪
漫
主
義
相
結
合
的
創
作
方
法
〟
す
な

わ
ち
〝
両
結
合
〟
に
よ
っ
て
代
え
ら
れ
た
。」『
中
国
現
代
文
学
事
典
』
東
京
堂
出

版
、
一
九
八
五
年
、
一
〇
二
頁
。

（
21
） 『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、
四
七 

― 

四
八
頁
。

（
22
） 『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、
五
三 

― 

五
四
頁
。

（
23
） 『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、
五
八
頁
。

（
24
） 

拙
稿
「
茅
盾
と
現
実
―
―
一
九
三
〇
年
前
後
に
お
け
る
茅
盾
の
現
実
認
識
に
関
す

る
一
考
察
」（『
中
国
研
究
月
報
』
六
五
五
号
、
二
〇
〇
二
年
九
月
）
参
照
。
そ
の

他
、
茅
盾
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
研
究
は
い
く
つ
か
あ
り
、
た
と
え
ば
王
洪
岳
・

劉
緒
才
「
試
比
較
茅
盾
与
新
時
期
新
潮
文
学
対
現
代
主
義
的
接
受
方
式
」（『
茅
盾

研
究
―
―
第
七
届
年
会
論
文
集
』
新
華
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
で
は
、
茅
盾
が

モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
実
用
目
的
で
受
容
し
た
こ
と
、「
使
え
る
か
ど
う
か
」
で
篩
に
か

け
て
、
文
学
創
作
に
有
用
で
あ
れ
ば
（
批
判
的
に
）
受
容
し
た
と
述
べ
ら
れ
る
。

（
25
） 

沈
雁
冰
「
論
無
産
階
級
芸
術
」（『
文
学
週
報
』
一
七
二
、
一
七
三
、
一
七
五
、
一

九
六
期
、
一
九
二
五
年
五
月
、
一
〇
月
）。

（
26
） 

拙
稿
「
茅
盾
と
銭
杏
邨
―
―
革
命
文
学
論
戦
再
考
」（『
國
學
院
大
學
紀
要
』
四
六

巻
、
二
〇
〇
八
年
二
月
）
お
よ
び
前
出
『「
作
家
」
茅
盾
論
―
―
二
十
世
紀
中
国

小
説
の
世
界
認
識
』
五
章
を
参
照
。

（
27
） 

こ
の
部
分
の
末
尾
は
、
初
版
と
『
茅
盾
評
論
文
集
』
版
で
異
同
が
あ
り
、『
夜
読

偶
記
』（
百
花
文
芸
出
版
社
、
一
九
五
八
年
八
月
）
に
従
っ
た
。
同
書
七
六
頁
。

な
お
、『
茅
盾
評
論
文
集
』
版
の
該
当
部
分
を
翻
訳
の
み
示
す
と
、「
…
…
同
時
に
、
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五
十
年
前
の
善
意
の
先
生
方
が
探
し
求
め
た
現
実
を
反
映
し
な
が
ら
理
想
を
表
現

す
る
方
法
は
、
今
で
は
も
う
問
題
に
な
ら
な
い
。」（『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、

六
六
頁
）。

（
28
） 『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、
六
九 

― 

七
〇
頁
。

（
29
） 『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、
七
三 

― 

七
四
頁
。

（
30
） 『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、
七
四
頁
。

（
31
） 『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、
七
五 

― 

七
六
頁
。

（
32
） 『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、
七
七 

― 

七
八
頁
。

（
33
） 『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、
七
九
頁
。

（
34
） 『
夜
読
偶
記
』（
百
花
文
芸
出
版
社
）
九
六
頁
。『
茅
盾
評
論
文
集
』
版
で
は
「
そ

れ
は
つ
ま
り
」
以
降
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
35
） 『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、
八
六
頁
。

（
36
） 『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、
九
〇
頁
。

（
37
） 『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、
九
二
頁
。

（
38
） 「
革
命
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
革
命
的
ロ
マ
ン
主
義
の
結
合
」
い
わ
ゆ
る
「
両
結
合
」
は
、

一
九
五
八
年
三
月
に
毛
沢
東
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
。
正
式
に
公
表
さ
れ
る
の
は

同
年
六
月
だ
が
、『
夜
読
偶
記
』
五
章
を
書
い
た
四
月
二
一
日
時
点
で
、
茅
盾
は

こ
れ
を
知
り
う
る
立
場
に
い
た
。
茅
盾
は
六
月
一
〇
日
の
座
談
会
発
言
で
、「
リ

ア
リ
ズ
ム
と
革
命
的
ロ
マ
ン
主
義
の
結
合
は
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
に
至
る
道

で
あ
る
」
と
述
べ
、
同
時
に
「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
は
革
命
的
ロ
マ
ン
主
義
を

含
む
」
と
の
『
夜
読
偶
記
』
と
同
様
の
認
識
も
表
明
し
て
い
る
。「
関
於
革
命
浪

漫
主
義
」（『
茅
盾
全
集
』
二
五
巻
、
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
二
九
〇

頁
）。

（
39
） 『
茅
盾
評
論
文
集
』
下
巻
、
九
一
頁
。

（
40
） 

拙
稿
「
茅
盾
小
説
の
世
界
構
造
―
―
一
九
三
〇
年
代
の
都
市
・
農
村
イ
メ
ー
ジ
」

（『
中
国
研
究
月
報
』
七
六
五
号
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
）
お
よ
び
前
出
『「
作
家
」

茅
盾
論
―
―
二
十
世
紀
中
国
小
説
の
世
界
認
識
』
第
七
章
を
参
照
。

（
41
） 

中
野
美
代
子
「『
子
夜
』
論
―
―
中
国
近
代
小
説
の
限
界
」（『
北
海
道
大
学
人
文

科
学
論
集
』
十
号
、
一
九
七
三
年
一
二
月
）。

（
42
） 

茅
盾
「『
茅
盾
選
集
』
自
序
」（『
茅
盾
選
集
』
開
明
書
店
、
一
九
五
二
年
）。
丁
爾

綱
編
『
茅
盾
序
跋
集
』（
三
聯
書
店
、
一
九
九
四
年
）
一
一
二 

― 

一
一
三
頁
。

（
43
） 

前
出
『「
作
家
」
茅
盾
論
―
―
二
十
世
紀
中
国
小
説
の
世
界
認
識
』
各
章
、
お
よ

び
拙
稿
「
茅
盾
小
説
の
「
主
題
先
行
」
批
判
を
め
ぐ
っ
て
」（『
國
學
院
雜
誌
』
一

一
四
巻
九
号
、
二
〇
一
三
年
九
月
）
を
参
照
。

（
44
） 

鐘
桂
松
『
茅
盾
散
論
』（
復
旦
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）
二
六
五
頁
、

お
よ
び
商
昌
宝
「
歴
史
現
場
―
―
茅
盾
在
〝
反
右
〟
運
動
中
」（『
揚
子
江
評
論
』

二
〇
一
三
年
二
期
）
よ
り
。

（
45
） 

注
（
44
）
に
同
じ
。

（
46
） 

前
出
「
我
的
看
法
」。『
茅
盾
全
集
』
一
七
巻
、
五
三
八
頁
。

（
47
） 『
茅
盾
全
集
』
一
七
巻
、
五
四
〇
頁
。

（
48
） 『
茅
盾
全
集
』
一
七
巻
、
五
四
二
頁
。

（
49
） 

茅
盾
は
、
こ
の
後
丁
玲
や
馮
雪
峰
、
劉
紹
棠
ら
に
対
す
る
批
判
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に

加
わ
る
が
、発
言
内
容
は
他
の
批
判
者
に
比
べ
て
抑
制
的
な
も
の
だ
っ
た
。
な
お
、

八
月
に
は
病
気
を
理
由
に
批
判
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
を
避
け
る
よ
う
に
な
る
。

（
50
） 

茅
盾
は
一
九
三
六
年
に
左
翼
文
壇
を
二
分
し
た
国
防
文
学
論
戦
に
お
い
て
、
対
立

す
る
両
派
に
名
を
列
ね
て
い
る
。
そ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
阪
口
直
樹
『
十

五
年
戦
争
期
の
中
国
文
学
―
―
国
民
党
系
文
化
潮
流
の
視
覚
か
ら
』（
研
文
出
版
、

一
九
九
六
年
）
第
四 

― 

六
章
に
詳
し
い
。

（
51
） 

大
衆
の
中
に
あ
る
集
団
主
義
的
英
雄
に
転
化
し
う
る
人
物
形
象
を
、
茅
盾
は
三
〇

年
代
初
頭
の
農
村
三
部
作
で
描
い
て
お
り
、
三
〇
年
代
後
半
に
も
健
康
な
肉
体
と

精
神
を
持
っ
た
農
民
を
描
い
て
い
る
。
彼
ら
は
茅
盾
小
説
の
中
の
数
少
な
い
肯
定

的
人
物
で
あ
り
、
こ
の
人
物
形
象
を
「
批
判
的
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
革
命
的
リ
ア
リ

ズ
ム
へ
の
過
渡
的
産
物
」
と
す
る
論
者
は
い
る
（
た
と
え
ば
銭
林
森
「
論
茅
盾
的

「
農
村
三
部
作
」
的
現
実
主
義
」、『
文
芸
論
叢
』
一
七
輯
、
一
九
八
三
年
四
月
）。
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し
か
し
、
茅
盾
が
彼
ら
の
幸
福
な
明
日
を
暗
示
す
る
こ
と
は
な
く
、
単
に
彼
ら
の

さ
っ
ぱ
り
と
し
た
清
々
し
さ
、
逞
し
さ
を
描
い
た
の
み
で
あ
る
。


